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「新たな高齢者医療制度」のとりまとめに関する意見書 

 

平成 22年 12月 20日 

委員 見 坊 和 雄 

      （全国老人クラブ連合会） 

 

 

○ この会議は、厚生労働大臣から示された基本的考え方に関する６原則のもとに、 

 政権公約の「後期高齢者医療制度の廃止」について、「４年後をめどに制度を廃止

すると同時に新しい制度に移行するスケジュール感で議論を」という要請によって

開始されたものである。 

 

○ 人口構造のアンバランスによって、すでに現役世代が高齢者世代を支える社会保

険方式の仕組みに困難が生じている。これに対する各世代の主張を世代間の対立軸

で論じてはならず、また対立を助長する論調は制度の発展を損なうものである。 

 

○ 医療制度はもとより、年金、介護など、わが国の社会保障制度は国難・非常事態

とも言える状況である。この難局に対し、各世代は相互の置かれている現状への認

識をあらたにし、社会保障の理念である連帯の意識を持って解決する必要がある。 

 

○ のべ 14 回にわたる会議のまとめは、大臣・政権サイドに対する報告であるが、「ま 

とめ」案は大臣挨拶の趣旨と、会議の実情に即していないような面があるように思

われる。 

 

よって、以下のとおり高齢者代表として意見を提出する。 

 

 



１．財源論を封じて本質的な議論を行わず、 

後期高齢者の医療費を別勘定とした制度の移行に反対である 

 

   ・ 医療費の増加が避けられないなか、「ペイアズユーゴー原則」にとらわれ、財政 

収支の辻褄あわせの感が強い「まとめ」案であり、「年齢区分を解消する案」と言 

えるものではない。 

 ・ 各委員が発言した、国・公の責任・役割の明確化と、公費負担の増額を図ると同 

時に、強い社会保障制度実現のための安定財源の確保を最優先とすべきことは、言 

うまでもないところである。各委員から繰り返し提起された財源論議を避けたこと 

が、本会議の「まとめ」を曖昧なものにしたと考える。 

 

２．第一段階への移行を廃し、全年齢を対象とする 

第二段階に向けての本質的論議を開始すべきである 

 

・ 新制度への完全移行は、8 年後の平成 30 年度実施を目標としている。現行制度に 

ついては、75 歳以上の診療報酬体系の廃止、低所得者に対する特別軽減措置、70 

歳から 74 歳までの窓口負担の凍結など、批判された項目は廃止・凍結されており、 

国民の多くは当分継続されるものと信じている。 

・ 政権公約に縛られた形式的な制度廃止のために、多額のシステム改修経費と全市 

町村の膨大な事務負担を要する第一段階を設定する意義は乏しいと考える。 

 

３．国民に理解できない制度が崩壊することは自明の理である 

 

・ 見直しを重ねるごとに複雑化した制度内容を判りやすい内容に改善すべきである。 
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